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令和７年第６回小国町教育委員会会議録 
 
 
１ 開催年月日  令和７年８月８日（金） 

 
１ 開催の場所  おぐに町民センター １０１号室 

 
１ 開   会  ８月８日 午前１０時００分 

 
１ 閉   会  ８月８日 午前１０時４０分 

 
１ 出 席 委 員  教 育 長   村上 悦郎 君 

 
教 育 委 員   木下 勇児 君 

 
                  教 育 委 員   時松 比佐代 君 

 
         教 育 委 員   石松 愛子 君 

 
１ 出 席 職 員  事 務 局 長   後藤 栄二 君 

 
         事 務 局 次 長   中島 こず恵 君 
                （社会教育係長兼務） 

 

文 化 振 興 係 長   山下 弘子 君 

 
学 校 教 育 係 長   原山 慶士 君 
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議事の経過（Ｒ７.８.８） 

 
教育長（村上悦郎君）本日は髙村委員から欠席届けが出ております。ただいま、出席

委員は４人です。定員数に達しておりますので、令和７年第６回小国町教育委員会

会議を開催いたします。 

 
(午前１０時００分) 

 
教育長（村上悦郎君）議事日程につきましては、お手元に配布してあるとおりです。 

日程第１「会議録署名の指名について」は、小国町教育委員会会議規則第１９条

第２項の規定により、本日出席の教育委員全員及び会議録を調整する職員の署名と

します。 
日程第２「会期の決定について」お諮りいたします。会期は本日１日といたした

いと思いますが、これにご異議ありませんか。 

 
教育委員（全員）はい。 

 
教育長（村上悦郎君）異議なしと認めます。よって会期は本日１日と決定いたします。 

日程第３「教育長の報告について」、それでは、前回の教育委員会から、その後の

教育関係の報告を５点いたします。  
１ 産山村「学力向上推進地域」産山学園研究発表会への参加について 

７月７日に開催されました、産山村「学力向上推進地域」産山学園研究発表会に

教育委員さん方と参加しました。ありがとうございました。当日は、午後からの研

究発表会でした。まず、授業参観、その後、分科会への参加となりました。今回は

教育委員さん方が対象となる「教育関係者」分科会を設け、皆さんの意見交換の場

を作っていただきました。 
２ 町文化財「鉾納宮のケヤキ」伐採について 

７月８日（火）朝、黒渕「鉾納宮のケヤキ」の大枝が落下し、鍋ヶ滝に向かう町

道を塞ぎました。樹齢 700 年といわれる大ケヤキですが、関係の方々、樹木医さん

の診断等で「安全確保」の観点から伐採の判断がなされ、惜しまれながら伐採され

ました。専門の業者さんが大型クレーンなどの機械を駆使しながら伐採を進めまし

た。根元の方は腐朽のため大きな穴が開いていたようです。長年、地域の方々を見

守ってこられた「鉾納宮のケヤキ」は、地域の方々に迷惑をかけることもなく、そ

の生涯を終えられました。 
３ 前期前半終了、夏休み（プール開放）について 

７月１８日（金）小中学校の前期前半が終了し、夏休みとなりました。今年は高

温化の傾向が強く、熱中症予防のため「暑さ指数が３１」を超えると運動場での体

育の授業はもとより、休み時間の外遊び、プールでの水泳、体育館での体育の授業

等全ての運動は中止の阻止をとるようになりました。子ども達にとっては、楽しみ
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なプールでの授業ができない日も多くありました。そんな中ではありますが、夏休

み中の小学校のプール開放が行われました。３名の専門のプール監視員の方々を町

が雇い、別に、１０数名の保護者の監視で運営されました。今年度は「スクールバ

ス通学児童の日」と「徒歩通学児童の日」を午前中それぞれ３日ずつ指定し、混雑

緩和の工夫をしての開放でした。毎回５０～６０名程度の子ども達が笑顔いっぱい

で水しぶきを上げていました。 
４ 町初任者研修（地域理解）及び新転任者研修について 

７月２９日に小国町初任者研修（地域理解）及び新転任者研修を開催しました。

本年度小国に赴任された、新転任者が対象です。真嶋小国中学校校長から「地域と

ともにある学校づくりの推進について」と題しての講話をいただき、教育委員会事

務局の荒木教育指導員から、「地域学校共同活動の推進について」、「不祥事防止研

修」についての演習、説明がありました。午後からは、マイクロバスで、わいた温

泉郷・木魂館・シアターホール等町内８カ所の文化財・名所・施設の見学及び研修

を行いました。まず、小国のことを知り、小国を好きになり、小国の子ども達を好

きになってもらいたいものです。 
５ 最後その他です。昨日まで小学校６年生、中学校７年生８年生９年生を対象に、

英会話教室と寺子屋学習会がありました。講師は、熊本市内からアメリカ、ルワン

ダなど、いろいろな語の方々でした。昨日の参加者は、中学生が１５～１６人に先

生が７人いらっしゃって、結局２人に１人という密度の濃い会話ができて良かった

のかなとお話されていました。そのあとの寺子屋学習会に小国高校生ボランティア

が来られて、こちらも子どもたちと同じくらいの人数がいましたので、充実した学

習会ができたということでした。また、今朝の新聞には熊日学童バドミントンの結

果がありました。６年生の中村心晴さんと５年生の秦想さんはシングルスで優勝。

橋本逸平さんと秦想さんがダブルスで５年生以下の部で優勝しました。いつもしっ

かり練習してますので、その成果が出たのかなと思います。大変頑張ってる様子が

見えて、うれしく思っています。私からは以上です。 

 
教育長（村上悦郎君）ただ今の報告について、質問あるいはご意見等があればお願い

します。なければ、次に移りたいと思います。 
日程第４「教育委員会事務局からの報告について」事務局からお願いします。 

 
事務局長（後藤栄二君）事務局から３点報告します。 

１点目は、学校訪問についてです。９月１９日（金）に開催されます町単独の小

国小学校の学校訪問実施要項が定まりました。別添封書にてご依頼しておりますの

で、よろしくお願いいたします。翌週２２日（月）に開催されます小国中学校の総

合訪問については、詳細が判り次第、後日お知らせいたします。 
２点目は、総務課からご案内があっているかと思いますが、小国町総合教育会議

が８月２７日（水）午前１０時から、おぐに町民センター３階で行われますので、

出席についてよろしくお願いいたします。 
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３点目は、９月に行われる第８０回熊本県民体育祭に、阿蘇郡市代表で小国町か

ら９種目３０人の選手が参加しますので、報告いたします。報告は以上です。 

 
教育長（村上悦郎君）ありがとうございました。ただ今の事務局からの報告事項につ

いて、質問あるいはご意見等あれば、お願いします。総合教育会議には教育大綱の

改定を協議いただくようになっています。なければ、ただいまから議事に入りたい

と思います。 
日程第５、議案第１号「令和７年度小国町一般会計補正予算（第３号）の教育に

関する事務に係る部分の意見聴取について」を議題とします。 

 
事務局長（後藤栄二君）議案集１ページ上段をご覧ください。 

議案第１号 令和７年度小国町一般会計補正予算（第３号）の教育に関する事務

に係る部分の提出のための意見聴取について 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２９

条の規定及び教育長に対する事務委任規則（昭和４１年教委規則第５号）第１条第

１２号の規定により、別紙について、令和７年度小国町一般会計補正予算（第３号）

の教育に関する事務に係る部分の予算提出のための意見を聴取する。 
  令和７年８月８日提出、小国町教育長 村上 悦郎 でございます。 

右肩に赤で１と書いてある、一般会計補正予算第３号をご覧ください。 
各項ごとの補正額は、２ページの第１表のとおり、歳出の款の９教育費、項の６

保健体育費が５０万円の増額補正で、補正後の教育費総額が４億８，０５５万６千

円となります。 
４ページをご覧ください。下段の歳出を説明いたします。 
今回の補正につきましては、目の１保健体育総務費の節１８負担金補助及び交付

金として５０万円を増額しております。当初予算で中学校部活動九州・全国大会参

加補助金として１００万円を計上しておりましたが、ホッケー部の男女及びバドミ

ントン部団体の男女並びに個人ダブルスの男女各１ペアが九州大会に出場するこ

とになり、当初予算の不足を生じることから５０万円を今回増額補正したものであ

ります。 
資料１をご覧ください。まず、小国中学生ホッケー部男女が７月２０日（日）か

ら２１日（祝・月）に佐賀県伊万里市で行われるＪＯＣジュニアオリンピックカッ

プ第５５回全日本中学生ホッケー選手権大会九州地区予選会に参加しました。この

補助申請額が８３万３，１２０円となっており、内訳は資料のとおりでございます。

ホッケー競技は男女各１チーム出場し、対象者は部員が男子８人、女子６人、監督

及びコーチが各４人の計２２人となっています。試合結果は、男女とも予選リーグ

を勝ち上がりましたが、準決勝で敗退し４位になっております。 
次に、小国中学校バドミントン部が７月１２日（土）～１３日（日）に開催され

た県中体連大会を経て、８月５日（火）から６日（水）に長崎県佐世保市で開催さ

れる第５４回九州中学校バドミントン競技大会に出場することになりました。この
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補助申請額が６１万４，５５０円となっており、内訳は資料のとおりでございます。

団体に男女各１チーム、個人ダブルスに男女各１ペア参加しました。対象者は部員

が男子７人、女子５人、監督及びコーチが２人の計１４人となっております。 
試合結果は、男子団体が２回戦敗退、女子団体が１回戦敗退、男子個人ダブルス

が１回戦敗退、女子個人ダブルスが準々決勝敗退のベスト８という結果になってお

ります。 
今回補正に係る費用の財源は、過年度のふるさと納税を積立てしているネットワ

ーク事業基金の一部を一般会計に繰り入れて充当するものです。 
説明は以上です。ご審議よろしくお願いします。 

 
教育長（村上悦郎君）ただ今の事務局からの説明について、質問あるいはご意見等が

あればお願いします。 

 
教育委員（木下勇児君）申請額の必要経費が８３万３,１２０円で、確定額が横に書い

てあって差が１万１,７００円ぐらい、確定額との差は何でしょうか。 

 
事務局長（後藤栄二君）生徒１人が別のサッカークラブの方に帯同しましたので、こ

の宿泊費分が減額になっております。資料の方は、予算が足らないと判明したとき

は、交付申請の計画段階でしたので、今回は、申請額で上げさせていただきました。 

 
教育委員（木下勇児君）ホッケーのコーチが６人っていうのは、生徒数に対して多い

ように感じられるが対象人数として適正なのでしょうか。 

 
事務局長（後藤栄二君）大会要項の中に監督１人、コーチ１人、手当２名と定められ

ておりますので、町の補助金要綱の条件は満たしております。 

 
教育長（村上悦郎君）暑さ対策で監督とは別に、手当てをするところで人数に入って

いただいているところになります。 
ご質問等がなければ採決に入ります。議案第１号について原案のとおり決するこ

とにご異議ございませんか。 

 
教育委員全員 はい。 

 
教育長（村上悦郎君）異議なしと認めます。よって議案第１号「令和７年度小国町一

般会計補正予算（第３号）の教育に関する事務に係る部分の意見聴取について」は

原案のとおりとすることに決定しました。 
続いて、日程第６、議案第２号「小国町指定文化財の指定解除について」を議題

とします。事務局からの説明を求めます。 
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事務局長（後藤栄二君）議案集１ページ下段をご覧ください。 
議案第２号 小国町指定文化財の指定解除について 
小国町文化財保護条例（昭和５３年条例第７号）第１４条の規定及び教育長に対

する事務委任規則（昭和４１年教委規則第５号）第２条の規定により、別紙の物件

を小国町指定文化財として指定を解除することについて、意見を聴取する。 
 令和７年８月８日提出、小国町教育長 村上 悦郎 でございます。 

右肩に赤で２と書いてある資料を配布しております。この説明について山下文化

振興係長が説明いたします。 

 
文化振興係長（山下弘子君）それではご説明いたします。小国町指定文化財、鉾納宮

ケヤキの指定解除についてです。小国町指定文化財の鉾納宮ケヤキはこちらに書い

てある町指定文化財に指定されています。種別は天然記念物、名称は鉾納宮ケヤキ、

指定年月日は昭和５５年１０月２２日です。所在の場所は小国町大字黒渕東蓬莱、

所有者は寳来吉見神社で管理者は大字黒渕協議会です。昭和５５年当時の指定の理

由としましては、小国町においてケヤキの木は少ないがその大きさはかなりのもの

であり、国道改良工事のときケヤキを避けて工事を行った経緯がある。当初２本指

定されていましたが、美術館側に立っていた「その２」は幹内の空洞化と腐食によ

る倒木の危険性のため平成２３年に伐採しております。 
今回は、「その１」に当たります。現状としましては樹高が１８．３メートル、幹

回７．３メートル、枝下３メートル、樹齢不明と記載されていますけれども、樹木

医の診断書によりますと、推定樹齢は約７００年であるということです。鉾納宮の

ケヤキの倒木が起こりましてから伐採に至るまでの経緯を時系列に記しておりま

す。 
７月８日（火）午前８時４５分頃に鉾納宮のケヤキが突然崩れて枝が落ちました。

町道に枝が落下して通行できない状態になりました。美術館から教育委員会及び大

字協議会のほうに連絡し、教育委員会から建設課、観光部署の産業課などに連絡を

とり、町道入り口のところにバリケードを設置して通行止めにいたしました。警察

にも連絡がいきまして、交通整理をしていただきました。併せて、道が通れなくな

ったために、鍋ヶ滝に行く観光客が多くあるため、産業課が迂回路の表示を設置し

ています。倒木が起こった旨を各文化財保護委員に状況を報告しています。 
７月１１日（金）に鉾納宮ケヤキを管理する大字黒渕協議会から教育委員会にき

損届けが出され、樹木医が診断を行っております。 
７月１４日（月）に樹木医から、根本からの伐採が必要であるという診断書が出

されています。診断書を３ページに参考として付けておりますけれども、幹の中が

空洞になっており腐朽しているために、このまま放置しておくと、またさらに被害

が拡大する恐れがあり、下が観光道路でもありますので、早めの安全確保が大事だ

ということで、根本からの伐採が必要であるという診断でした。それを受けて大字

黒渕協議会から現状変更許可申請が提出され、その経過については各文化保護委員

に報告しております。 
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７月２３日（水）から２５日（金）にかけまして、大字黒渕協議会が小国町森林

組合に依頼しましてケヤキの伐採を行っております。２５日の午後に運び出されま

して、町道の通行止めが解除となっております。 
７月２９日（火）に第２回小国町文化財保護委員会を開催いたしまして、小国町

指定文化財鉾納宮ケヤキの指定解除について意見を聴取し、承認されました。この

文化財の指定解除につきましては、小国町文化財保護条例の中に指定の解除が第１

４条に定められておりまして、「教育委員会は指定した文化財が小国町指定として

価値を失った場合、その特殊な事由があるときは、保護委員会の意見を聞いて文化

財の指定を解除することができる」とあります。文化財保護委員に上記の説明をし

たところ、やむを得ないというところで解除が承諾されました。 
参考としまして、資料２の小国町の指定文化財一覧をお配りしています。国指定

と合わせまして現在２２の文化財のうち鉾納宮ケヤキが１５番に載っております。

解除になれば町指定が１１になりまして、全部で２１の指定等文化財ということに

なります。説明は以上です。 

 
教育長（村上悦郎君）ただ今の事務局からの説明について、質問あるいはご意見等が

あれば、お願いします。 

 
教育委員（木下勇児君）これは町指定なので国・県に何か協議をする必要はないので

しょうか。 

 
文化振興係長（山下弘子君）解除の報告のみになります。 

 
教育長（村上悦郎君）議案第２号について、原案のとおり指定を解除することにご異

議ございませんか。 

 
教育委員全員 はい。 

 
教育長（村上悦郎君）異議なしと認めます。よって議案第２号「小国町指定文化財の

指定解除について」は、原案のとおり指定を解除することに決定しました。 
続いて、日程第７、議案第３号「令和７年度小国町就学援助児童生徒の認定（第

２回）について」を議題とします。事務局からの説明を求めます。 

 
事務局長（後藤栄二君）議案集２ページ上段をご覧ください。 

議案第３号 令和７年度小国町就学援助児童生徒の認定（第２回）について 
学校教育法第１９条の規定に基づき小国町就学援助規則第５条第１項及び教育

長に対する事務委任規則第２条の規定により、令和７年度小国町就学援助児童生徒

の認定（第２回）について、別紙のとおり意見を聴取する。 
令和７年８月８日提出。小国町教育長 村上 悦郎 でございます。 
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右肩に赤で３と書いてある資料を配布しております。この説明について原山学校

教育係長が説明いたします。 

 
学校教育係長（原山慶士君）それでは、議案についてのご説明を差し上げたいと思い

ます。配付資料に沿って説明をしたいと思います。まずは、右上に３と書いてある

ほうの資料「令和７年度第２回就学援助費関係資料」をご覧ください。（審査の前に

資料に添って説明する。） 
続きまして、今度は別紙と書かれた「令和７年度第２回就学援助認定に関する資

料」をご準備ください。こちらのＡ３横の資料は今回認定いただく対象者一覧にな

っております。この資料に関しましては、個人情報になりますので、会議集合終了

後に回収をさせていただきたいと思います。まず、今回の申請に関しましては、前

回保留で継続の方が３名の２世帯となっております。それでは個別の資料に沿って

これから説明を差し上げたいと思います。 

 
【以下、個別の資料に添って説明を行う。説明内容は個人情報保護のため質疑応答を

含めて省略する。】 

 
教育長（村上悦郎君）ただ今の事務局からの説明について、質問あるいはご意見等が

あれば、お願いします。 

 
学校教育係長（原山慶士君）認定になれば４月１日に遡って支給するようなかたちで

処理させていただこうと思います。 

 
議案第３号について、原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

 
教育委員全員 はい。 

 
教育長（村上悦郎君）異議なしと認めます。よって議案第３号「令和７年度小国町就

学援助児童生徒の認定（第２回）について」は、原案のとおり認定することに決定

しました。 
続いて、日程第８「その他」となっていますが、委員の皆様からあるいは事務局

の方から何かあればお願いします。 

 
教育長（村上悦郎君）なければ、閉会したいと思います。慎重審議ありがとうござい

ました。これをもちまして、令和７年第６回小国町教育委員会会議を閉会いたしま

す。お疲れ様でした。 
 

（午前１０時４０分） 
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小国町教育委員会会議規則第１９条第２項の規定によりここに署名する。 

 
令和７年８月８日 

 
 
      小国町教育委員会 教 育 長 
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事 務 局 長 

 


